
（参考）  

大阪市働き方改革プロジェクトチーム設置要綱 

 

（設置） 

第１条 将来を見据えた新しい働き方の絵姿を示すとともに、職員一人ひとりがより良い将来の展

望を持てるようにすることをめざし、全庁横断的な実施体制のもと働き方改革を強力に推進する

ことを目的として、大阪市働き方改革プロジェクトチーム（以下「プロジェクトチーム」という。）

を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 多様化するニーズに対する柔軟な働き方への対応に関すること 

⑵ 育児・介護・病気の治療と仕事の両立に関すること 

⑶ 管理職の意識啓発に関すること 

⑷ 長時間労働の是正に関すること 

⑸ その他委員長が必要と認める事項に関すること 

 

（組織の構成） 

第３条 プロジェクトチームは、委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、総務局担任副市長をもって充てる。 

３ 委員長は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。 

４ 委員は、デジタル統括室長、総務局長、総務局人事部長、政策企画室長、財政局税務総長、委員

長が指名する区長及び教育次長をもって充てる。 

 

（会議の開催） 

第４条 プロジェクトチームの会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若

しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第５条 プロジェクトチームの事務局は、総務局人事部人事課に置く。 

 

（施行の細目）  

第６条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は委員長が定

める。 

 

附 則  

この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

 附 則 

この改正要綱は、令和 5 年６月 29 日から施行する。 


